
 

 

 

 

【本編Ｐ.１～３】 

 

 

 少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化に伴い、高齢者の介護を社会全体で考え、支え合う 

ことを理念として平成 12 年（2000 年）に創設された介護保険制度は、開始から 20 年以上が経

過しました。国の高齢化率が 17.3％だった平成 12 年、すでに 24％を超えていた当町の高齢化率

は、令和５年 10月には 37.9％となりました。 

総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化はさらに進行することが予想され

ます。また、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者の増加などにより、医療、介護、福

祉サービスの需要がますます高まり、多様化することが予想されています。高齢者が住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けていくために、「地域包括ケアシステム」を一層推進するとともに、多

くの高齢者が自分に合った健康づくりに取り組み、生きがいや活躍の場を持ち、その活力を地域の

中で活かしていけるような取り組みが重要です。 

この計画は、これまでの計画の取組みを継承しつつ、高齢者の自立を支援し、「住み慣れた地域で

暮らし続けることができるまち」を目指して施策を推進するため、その方向性と目標を示す計画と

して策定します。 

 

 

 

「高齢者福祉計画」は、老人福祉法第 20条の８第１項の規定による「市町村老人福祉計画」と

して定めるものです。「介護保険事業計画」は、介護保険法第 117 条第１項の規定による「市町

村介護保険事業計画」として定めるものです。この２つの計画を老人福祉法第 20 条の８第７項及

び介護保険法第 117 条第７項の規定により一体のものとして作成しています。 

また、高齢者を取り巻く環境全般を整え、地域全体で支えていくという観点から、「飯島町第６

次総合計画」、「飯島町地域福祉計画」を上位計画としています。 

 

 

 

  令和６年度～令和８年度（３か年計画） 

 

 

 

 計画に基づく施策を推進するにあたっては、関係機関との相互の連携・調整を図り、計画の進

捗状況の把握・点検・進行管理及び評価を行います。 

 

計画の基本的な考え方 

１.計画策定の背景と趣旨 

２．計画の位置付け 

３．計画の期間 

４．計画の進行管理と評価 

飯島町第 10 期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 

― 概 要 版 － 



 

 

住み慣れた地域で、いつまでも現役・生きいき・楽しい暮らし 

 

 

 

【本編Ｐ.４～６】 

 

 当町の人口は、令和５年 10 月１日現在 8,976 人で、そのうち 65 歳以上人口 3,403 人、高齢

化率は 37.9％となっており、人口減少と高齢化率の上昇が進んでいる状況です。町では、出生数や

現役世代人口の減少、一方で団塊の世代人口が多いことから、高齢化率の上昇は今後も続くと予想

されます。令和７年（2025 年）には、高齢化率は 40.0％、75歳以上の後期高齢者の割合は 23.2％

になり、さらに高齢化が進む見込みです。 

 
 

  

 

高齢化の進行や核家族化により、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯が増え続けています。

今後も世帯数、また全世帯に対する割合とともに増加する見込みです。 

【高齢者世帯数の推移】 令和５年 10 月 1 日現在 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

世帯数 3,670 3,598 3,644 

65 歳以上の高齢者がいる世帯数 2,257 2,259 2,267 

65 歳以上の高齢者のみの世帯数 1,129 1,154 1,200 

75 歳以上の高齢者がいる世帯数 1,450 1,471 1,488 

75 歳以上の高齢者のみの世帯数 609 620 649 

ひとり暮らし高齢者数 604 人 614 人 635 人 

ひとり暮らし高齢者の割合 17.8％ 18.1％ 18.7％ 

 

【人口推移と人口推計】                                （単位：人） 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 
Ｒ７ 

（2025） 

Ｒ22 

（2040） 

総 人 口 9,303 9,103 8,976 8,454 6,795 

40 歳未満 2,963 2,846 2,776 2,395 1,694 

40～64 歳 

（第 2 号被保険者） 
2,953 2,870 2,797 2,678 1,980 

65 歳以上 

（第 1 号被保険者） 
3,387 3,387 3,403 3,381 3,121  

  

  

65～74 歳 1,516 1,485 1,453 1,416 1,170 

 75 歳以上 1,871 1,902 1,950 1,965 1,951 

高齢化率 36.4％ 37.2％ 37.9％ 40.0％ 45.9％ 

後期高齢者の比率 20.1％ 20.9％ 21.7％ 23.2％ 28.7％ 

高齢者をめぐる現状 

１．高齢者人口の現状と今後の推計 

2．ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の現状 

基本理念 



 

【本編Ｐ.７～21】 

基本理念 基本目標 主要施策 
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１．健康で生きいき 

暮らせる地域づくり 

（1）介護予防・生活支援サービス事業 

（2）一般介護予防事業 

（3）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

２．地域で支える 

 体制づくり 

（1）地域包括支援センターの適正な運営 

（2）在宅医療・介護連携推進事業 

（3）生活支援体制整備事業 

（4）認知症総合支援事業 

（5）介護給付等費用適正化事業 

（6）介護人材の育成・確保 

３．安心・安全に 

暮らせる社会づくり 

（1）高齢者福祉サービスの充実 

（2）高齢者虐待の防止対策の推進 

（3）災害や感染症対策に係る体制整備 

 【計画の目標指標】 

 

 【本編Ｐ.22～28】 

 居宅サービスは訪問介護、通所介護、短期入所ともに、今後も需要が高まりサービスの充実が望ま

れています。また、施設利用希望者は増加傾向にあります。 

 【年度別介護給付費の推移】                               （単位：万円） 
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保険給付費 地域支援事業 計画費

指標項目 現状 目標 備考 

健康寿命（平均自立

期間）男性 
81.9 歳 82.0 歳以上 ＫＤＢシステム 

健康寿命（平均自立

期間）女性 
85.7 歳 85.8 歳以上 ＫＤＢシステム 

主観的幸福感 
元気：7.21 点 

居宅（要支援）：7.76 点 
上昇 高齢者実態調査 

事業計画の体系 

介護保険サービス給付費等の見込み 



【本編Ｐ.29～32】 

■65 歳以上の第１号被保険者の介護保険料は、保険料基準月額 5,600 円です。 

■保険料基準月額の算出には、介護給付費準備基金の 3,000万円の取り崩しを想定しています。 

■国の指針に基づき、第 11 段階、第 12 段階、第 13 段階を新たに設けるとともに、第９段階、第

10 段階の境目となる基準所得金額をそれぞれ変更します。 

【介護保険料の所得段階別負担割合】 

所得 

段階 
説   明 

 本

人 

世

帯 国の 
保険料率 
(軽減前) 

町の 
保険料率 
(軽減前) 

年額保険料 

(月額) 
 

要

件 

要

件 

第 1 

段階 

生活保護を受けている方又は世帯全員が市町村民税非課

税で老齢福祉年金を受けている方 

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額

と課税年金収入額の合計額が 80 万円以下の方 

非 

 

課 

 

税 

非 

 

課 

 

税 

0.285 

(0.455) 

0.25 

（0.42） 

16,800 円 

(1,400 円) 

第 2 

段階 

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額

と課税年金収入額の合計額が 80 万円を超え 120 万円

以下の方 

0.485 

(0.685) 

0.45 

（0.65） 

30,240 円 

(2,520 円) 

第 3 

段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得

金額と課税年金収入額の合計額が 120 万円を超える方 

0.685 

(0.69) 

0.685 

（0.69） 

46,040 円 

(3,836 円) 

第 4 

段階 

市町村民税課税世帯で本人は市町村民税非課税であり本

人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が

80 万円以下の方 

課 

 

 

 

税 

0.9 0.9 
60,480 円 

(5,040 円) 

第 5 

段階 

(基準) 

市町村民税課税世帯で本人は市町村民税非課税であり本

人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が

80 万円を超える方 

1.0 1.0 
67,200 円 

(5,600 円) 

第 6 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

120 万円未満の方 

課 

 

 

 

税 

1.2 1.2 
80,640 円 

(6,720 円) 

第 7 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

120 万円以上 210 万円未満の方 
1.3 1.3 

87,360 円 

(7,280 円) 

第 8 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

210 万円以上 320 万円未満の方 
1.5 1.5 

100,800 円 

(8,400 円) 

第 9 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

320 万円以上 420 万円未満の方 
1.7 1.7 

114,240 円 

(9,520 円) 

第 10 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

420 万円以上 520 万円未満の方 
1.9 1.9 

127,680 円 

(10,640 円) 

第 11 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

520 万円以上 620 万円未満の方 
2.1 2.1 

141,120 円 

(11,760 円) 

第 12 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

620 万円以上 720 万円未満の方 
2.3 2.3 

154,560 円 

(12,880 円) 

第 13 

段階 

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が 

720 万円以上の方 
2.4 2.4 

161,280 円 

(13,440 円) 

第１号被保険者の介護保険料 


